大型投資・拠点化促進補助金認定申請に必要な付属書類
　①新設工場等工事計画書
　　・配置図、立面図、平面図をＡ３以下に縮小して添付。

　②用地の取得及び面積を証する書類

　　・土地売買契約書（写）
　③固定資産投資額の一覧表

　　・各投資額についての根拠資料を添付すること。
　④雇用者の雇入れに関する計画書
　⑤新設工場等建屋一覧表

　　・建物名(用途別)、構造、延床面積、建築面積
　⑥定款

　⑦法人登記簿謄本

　⑧印鑑証明書

　⑨申請時前３ヶ年分の事業報告書及び事業税納税証明書
　　※事業税納税証明書についても、申請時前３ヶ年分が必要となります。

　⑩県内の工場等を移転する場合又は既存の用地を活用して工場等を建設する場合は、
用途廃止する固定資産額等に関する資料

　　・用途廃止する土地の面積を証する書類

　　・用途廃止する土地を除く固定資産の評価証明書

　⑪市町村への補助金認定申請書の写
　　・県営産業団地に固定資産投資を行う場合又は既立地企業が固定資産投資を行う場合は不要
　⑫誓約書
※不明な点がありましたら企業誘致・投資促進課（担当：眞田　086-226-7374）までお問い合わせ願います。
